
別表１

a ｂ ｃ d e a a' ｂ b' c d e a a' b b' c d e a a' b b' c d e

Ⅰ. 施工体制一般 +1.0 +0.5 0 -5 -10

Ⅱ. 配置技術者 +3.0 +1.5 0 -5 -10

Ⅰ. 施工管理 +4.0 +2.0 0 -5 -10 +5 +2.5 0 -7.5 -15 +5 +2.5 0 -7.5 -15

Ⅱ. 工程管理 +4.0 +2.0 0 -5 -10 +2.0 +1.0 0 -7.5 -15

Ⅲ. 安全対策 +5.0 +2.5 0 -5 -10 +3.0 +1.5 0 -7.5 -15

Ⅳ. 対外関係 +2.0 +1.0 0 -2.5 -5

Ⅰ. 出来形 +4.0 +2.0 0 -2.5 -5 +10 +7.5 +5 +2.5 0 -10 -20 +10 +7.5 +5 +2.5 0 -10 -20

Ⅱ. 品質 +5.0 +2.5 0 -2.5 -5 +15 +12 +7.5 +4.0 0 -12.5 -25 +15 +12 +7.5 +4.0 0 -12.5 -25

Ⅲ. 出来ばえ +5 +2.5 0 -5 +5 +2.5 0 -5

4. 工事特性 Ⅰ. 施工条件等への対応

5. 創意工夫 Ⅰ. 創意工夫

6. 社会性等 Ⅰ. 地域への貢献等 +10 +7.5 +5 +2.5 0 - -

± 点 ± 点 ± 点 ± 点
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総合評価技術提案 技術提案履行確認

※１ 加減点合計は，1.～6.の考査項目について，別紙１「考査項目別運用表」により判定した細別ごとの判定結果（ａ～ｅ）に該当する上記表の点数の合計。

※２ 評定点は，加減点合計に基準点６５点を加えた点数。各評定点は，小数点第１位までとする。

※３ 評定点計の計算方法

　部分払がなかった場合　　①点×０．４　＋　②点×０．２　＋　④点×　０．４　＝　評定点計

　部分払があった場合　　　①点×０．４　＋　②点×０．２　＋  ③点×  ０．２　＋　④点×０．２　＝　評定点計　　（部分払が２回以上の場合は③を平均する。）

※４ 評定点合計の計算方法

　指定部分がなかった場合　　評定点計　＋　7.法令遵守等　＝　評定点合計

　指定部分があった場合　　

  (1)指定部分完成ごとに，上記基準表により評定点合計を算出する。

  (2)工事完成時に(1)で算出した各細別ごとの結果をその該当する金額により加重平均し，最終の評定点とする。

※５ 評定点合計は，小数点第１位を四捨五入し，整数とする。

注） 「工事特性」，「創意工夫」，「社会性等」に関しては，請負業者は当該工事における実施状況を別記様式第３「工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況」により提出することができる。

履行　　不履行　　対象外

評定点（65点±加減点合計）　　　　　　※２

法令遵守等 0　～ -20

評定点計　　　　　　　　　　　　　　　　　　※３

加減点合計　（1+2+3+4+5+6）           ※１

1. 施工体制

評定点合計 　　　　　　　　　　　　　　 　※４,５

3 出来形及び出来ばえ

+20.0 ～ 0

+7.0 ～ 0

2. 施工状況

工事成績評定採点基準表

考査項目 細　　別
監督員 総括監督員 検査員（部分払い・指定部分検査） 検査員（完成）


	共通様式

